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（改訂前） （改訂後） 

併営業務管理態勢 

【併営業務管理態勢の確認検査用チェックリスト】 

Ⅰ．併営業務管理態勢 

（略） 

Ⅱ．遺言執行業務（遺言信託）等の適正性 

（略） 

Ⅲ．証券代行業務の適正性 

（略） 

Ⅳ．不動産媒介業務の適正性 

（略） 

Ⅴ．不動産関連併営業務の適正性 

信託兼営金融機関は、不動産関連併営業務を広範に営んでいる。こう

した業務の特性を踏まえ、不動産関連併営業務の適正性を確保するた

めの態勢が整備されているか。 

（注）「不動産関連併営業務」とは、不動産鑑定評価業務、不動産投資

法人に係る一般事務・資産保管業務及び不動産投資顧問業務（有

価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律及び商品投資に

係る事業の規制に関する法律の規制対象外の業務）を含むコンサ

ルティング業務をいう。 

併営業務管理態勢 

【併営業務管理態勢の確認検査用チェックリスト】 

Ⅰ．併営業務管理態勢 

（略） 

Ⅱ．遺言執行業務（遺言信託）等の適正性 

（略） 

Ⅲ．証券代行業務の適正性 

（略） 

Ⅳ．不動産媒介業務の適正性 

（略） 

Ⅴ．不動産関連併営業務の適正性 

信託兼営金融機関は、不動産関連併営業務を広範に営んでいる。こう

した業務の特性を踏まえ、不動産関連併営業務の適正性を確保するた

めの態勢が整備されているか。 

（注）「不動産関連併営業務」とは、不動産鑑定評価業務、不動産投資

法人に係る一般事務・資産保管業務及び不動産投資顧問業務（金

融商品取引法及び商品投資に係る事業の規制に関する法律の規制

対象外の業務）を含むコンサルティング業務をいう。 

 


